
議案第  2  号     令和４年度 事業計画書 

 

1．社会福祉事業区分 

(1)聴覚障害者センター本部拠点 

１)本部  

  ①理事会、評議員会、法人監査会等の運営 

  《1》理事会 

     「定款」に基づき、全ての業務執行の決定や理事の職務遂行の監督を行う。(事務

連絡平成 28 年 11 月 11 日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課発 「社会福祉法

人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」の改

訂について資料 17 頁より一部抜粋)  

  《2》評議員会 

   「定款」に基づき、法人運営の基本的ルール・体制を決定するとともに役員の選任・ 

解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する。(事務連絡平成 28 年 11 月 11 日 厚

生労働省社会・援護局福祉基盤課発 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意

事項について(経営組織の見直しについて)」の改訂について資料 6頁より一部抜

粋) 

  《3》監査会 

    「定款」に基づき、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報 

告書を作成する。 

  《4》評議員選任・解任委員会 

     「定款」に基づき、理事会にて行われた評議員の選任候補者の推薦及び解任の提

案を受け、理事会において定められた運営の細則に従い、評議員の選任及び解任

を行う。 

  《5》苦情解決適正化委員会 

     「福祉サービス苦情解決実施要領」に基づき、法人の提供する福祉サービスにつ

いて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めることを目指す場として、必要に

応じて苦情解決適正化委員会の臨時開催に取り組む。 

  

開催日等 会議等 内容 備考 

令和 4 年 05 月 26 日(木) 法人監査 事業報告、令和 3 年度決算 他 

06 月 13 日(月) 第 1 回 理事会 令和 3 年度事業報告・決算報告 他 

06 月 26 日(日) 第 1 回 評議員会 令和 3 年度事業報告・決算報告、次期理事選任 

11 月 06 日(日) 第 2 回 理事会 令和 4 年度補正予算 他 

未定 北野雅子氏をしのぶ会 令和 4 年 1 月 2 日に鬼籍に入られた北野雅子顧問をしのぶ会の開催 

令和 5 年 03 月 26 日(日) 第 3 回 理事会 令和 5 年度 事業計画・当初予算案 他 



--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2)聴覚障害者センター運営事業 

  ①聴覚障害者相談事業  

イ・聴覚障害者の生活を支援するために、その特性を踏まえながら下記の相談支援を 

行う。 

     《1》聴覚障害者にかかわる一般相談 

     《2》個別ケースに応じた関係機関との連携、調整 

ロ・状況に応じて業務に関連する職員が対応し、相談事業報告書を通じて相談業務の 

主任担当(聴覚障害者相談員)へ報告する。主任担当はスーパーバイザーとして相談 

案件を管理・総括する。 

ハ・個人情報の保護を徹底し、内容は守秘義務を厳守する。 

 

  ②情報機器貸出等コミュニケーション支援事業(センターの利用に関する業務) 

   イ．聴覚障害者関係団体等の交流や社会貢献活動へ寄与するために多目的ルーム(研修 

室)、ボランティア交流室、作業室、談話室(試写室)の利用促進を図る。 

   ロ．聴覚障害者のコミュニケーション及び聴覚障害者関係団体の社会貢献活動を支援 

するためにヒアリングループ、プロジェクター、OHC、聴覚障害者用屋内信号装置  、

音声認識システム等の貸出を行う。 

   ハ．聴覚障害者の情報収集・提供を支援するために福祉機器等の展示を行う。 

 

  ③聴覚障害者の文化、学習、レクリエーション活動等の援助及び推進事業 

イ．法人の月刊の機関紙(ニュースろうあ石川)の誌面を通じて聴覚障害者を含めた県 

  民へ以下を情報提供する。 

     《1》事業告知、実績等の案内 

     《2》生活支援情報等 

    ロ．多目的ルーム(研修室)、ボランティア交流室、作業室・ビデオライブラリー、談話 

室(試写室)等の機能の利用を通じて聴覚障害者の文化、学習、レクリエーション活 

動を支援する。 

ハ．聴覚障害者向け映像制作事業を通じて聴覚障害者へ娯楽や生活支援の情報提供を 

行う。 

 

④その他の聴覚障害者福祉の増進をはかるための事業 

   イ．ホームページ《URL：http://www.deaf-ishikawa.or.jp/》を通じて県民へ以下を 

情報提供する。 

《1》動画配信を通じて社会貢献活動等の啓発。 

《2》各催事や事業サービス等の案内。 

《3》その他の啓発。 

http://www.deaf-ishikawa.or.jp/


ロ．事業実績報告書の印刷と発行を通じて県民等へセンター事業の啓発を行う。 

   ハ．全国の聴覚障害者情報提供施設との連携による技術研鑽、情報交換・職能向上をは 

かるために以下の研修等へセンター職員を派遣する。 

 

開催日 研修内容 備考 

未定 全国聴覚障害者情報提供施設大会 開催地：未定／施設長 他 

未定 全国聴覚障害者情報提供施設 

第 2ブロック(北信越地域)会議 

開催地：長野／担当職員 若干名 

未定 

 

聴覚障害者向ソフト制作担当者研修 

（全国聴覚障害者情報提供施設） 

開催地：石川／担当職員 若干名 

未定 

 

意思疎通支援担当者研修会 

（全国聴覚障害者情報提供施設） 

開催地：富山／担当職員 若干名 

未定 サービス管理責任者現認研修 開催地：石川／藤平施設長 

未定 

 

社会福祉主事通信課程 

スクーリング受講 

開催地：神奈川／職員 5名 

    

ニ．非常災害に対しては、法人の定める「非常災害対策実施要領」に従い火災発生の防 

     止に万全を期する。 

    ホ．手話通訳等事業への協力。 

      手話通訳等事業の養成、登録、派遣業務の執行の一部を担当する。 

 

  ⑤聴覚障害者向け映像ソフト事業 

  《1》聴覚障害者向け映像制作事業 

    聴覚障害者及び県民が様々な映像情報にアクセスできるように創意工夫して、手話や

字幕挿入ソフト等を制作する。 

（1）映像を活用した情報保障 

・既成番組に対する字幕や手話付加 

・手話映像に対する字幕や音声情報の付加 

・大会等における映像による情報保障等 

（2）手話の保存《手話映像のアーカイブ化》 

・ろう者の手話語り（地方手話）、講演記録等 

（3）その他 

・動画配信《啓発、生活支援等》、手話教材、目で聞くテレビ等へ番組提供等 

  《2》ビデオライブラリー貸出事業 

   「石川県聴覚障害者ビデオライブラリー貸出規約」に従い、字幕または手話を挿入した

聴覚障害者(児)向けビデオカセットテープ・ＤＶＤの貸し出しを行う。 

    

  ⑥健康対策事業 

  石川県登録手話通訳者・要約筆記者の頸肩腕障害の発生を防ぐ為、医療機関と連携し、



以下の健康対策を実施する。 

 《1》問 診：受信者の問診票により症状を医療機関が診断 

 《2》検 診：皮膚温度、(音叉)振動覚、ピンチ力、タッピング、握力検査及び診察。 

 《3》その他：頸肩腕障害に関する研修会等の開催 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

3)会員活動事業 

①事務局活動 
《1》「会員規程」に基づき、事務局として第 11条・12条に定める会議の定例開催に取り 

組む。 

   《2》手話普及に向けた啓発活動を継続、また実施に努める。2018年 4月 1日より施行の

「石川県手話言語条例」に伴う事業化についてはまだ不透明なところがあり、今後も

県と連携、協議しながら手話の啓発と普及、さらに言語環境の整備に努める。 
《3》2022年度の石川県ろうあ者福祉大会における主催団体の業務を事務局として執行す

る。 

   《4》「会員規程」第 4条・5 条に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使できる 

     よう事務局として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ連盟)等 

の取り組みを支援する。 

 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】 

開催日 事業名 場所 

07月 03日(日) 第 56回石川県ろうあ者福祉大会 中能登町 

08月 石川県へ聴覚障害者の福祉施策への要望書提出 石川県庁 

 

 （会議の開催） 

開催日 事業名 場所 

04月 03日(日) 第 1回専門委員・各地域協会事務局長会議 石川県社会福祉会館 

05月 08日(日) 第 5期 会員代表者会議 石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ 

06月 19日(日) 第 2回専門委員・各地域協会事務局長会議 石川県社会福祉会館 

10月 16日(日) 第 3回専門委員・各地域協会事務局長会議 同上 

12月 18日(日) 第 4回専門委員・各地域協会事務局長会議 同上 

2023年 03 月 26日(日) 第 5回専門委員・各地域協会事務局長会議 同上 

 

 

 

 

 



【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

06月 09日(木)～12日(日) 第 70回全国ろうあ者大会及び付帯行事 広島県広島市 

12月 16日(金)～18日(日) 第 31回全国専従職員研修会 兵庫県 

未定 第 39回高校生の手話によるスピーチコンテスト 東京都 

 

【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

10月 01日(土)～02日(日) 第 64回北信越ろうあ者大会 長野県松本市 

2023年 01月 2023年度北信越ろうあ連盟評議員会 新潟県糸魚川市 

 
②組織委員活動 
《1》会員拡大、日本聴力障害新聞・機関紙ニュースろうあ石川等の読者拡大に努める。 
《2》事業・活動の充実によって組織強化を図る。 
《3》県ろうあ敬老会、組織活動者研修会を実施する。 
《4》「会員規程」第 4条・5条に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使できる 

  よう組織委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ連盟) 

  等の取り組みを支援する。 

 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他 】 

開催日 事業名 場所 

07月または 08 月 ろうあ敬老会 石川県社会福祉会館 

同上 第 42回石川県ろうあ組織活動者研修会 同上 

09月 25日(日) 石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】 オンライン 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

12月 16日(金)～18日(日) 出版物対策研究会議 兵庫県 

12月 10日(土)～11日(日) 第 21回全国ろう者将棋大会 福岡県 

 

【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

07月 09日(土) 北信越ブロック組織委員会 第 1回会議 富山県 

08月 27日(土)～28日(日) 北信越ろうあ者の未来を考えるフォーラム 2022 同上 

10月 01日(土) 北信越ブロック組織委員会 第 2回会議 長野県 

 

③情報・コミュニケーション委員活動 
《1》手話・要約筆記の啓発と普及、さらに言語環境の整備に努め、地域社会の理解と支 

援を広める。 



《2》「会員規程 第 4条・5条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使でき 

  るよう情報コミュニケーション委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連

盟・北信越ろうあ連盟)等の取り組みを支援する。 

 
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】 

開催日 事業名 場所 

04月 石川県手話通訳問題研究会定期総会 未定 

05月 石川県手話サークル連絡協議会定期総会・代表者会議 未定 

09月 25日(日) 石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】 オンライン 

10月 08日(土)～09日(日) 第 16回全国手話検定試験 石川会場 未定 

10月または 11 月 石川県手話サークル連絡協議会 1日研修会 未定 

12月～（2022 年 03月） 県立高等学校 手話啓発講座（14～15校予定） 県内高等学校 

2023年 03 月 11日(土) 情報コミュニケーション委員会議 石川県社会福祉会館 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟他】 

開催日 事業名 場所 

未定 全国情報・コミュニケーション担当者会議 未定 

08月 19日(金)～21日(日) 
第 55回全国手話通訳問題研究集会 

～サマーフォーラム inいばらき～ 
茨城県 

未定 手話関係者の健康フォーラム 2022 青森県 

 

【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

10月 02日(日) 第 64回北信越ろうあ者大会 手話の集い 長野県松本市 

11月 19日(土) 北信越ろうあ連盟手話対策部長会議 富山県富山市 

 

④福祉対策委員活動 
《1》運転免許センターの協力で特定講習会を行う。 

《2》職業相談員・手話協力員と協力し労働問題の改善に努める。 

《3》ろう者(児)が誇りをもって成長できるように、ろう学校教職員、関係団体との連 

携に努める。 

 《4》「会員規程 第 4条・5 条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使で 

   きるよう福祉対策委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろ 

うあ連盟)等の取り組みを支援する。 

 

 

 

 

 

 



【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】 

開催日 事業名 場所 

04月 福祉対策委員会議 石川県聴覚障害者センター 

08月 
石川県教育委員会へ要望書提出 

石川労働局へ要望書提出 

石川県庁 

金沢駅西合同庁舎 

08月 21日(日) 第 1回運転免許更新特定講習会 石川県運転免許センター 

2023年 02 月 26日(日) 第 2回運転免許更新特定講習会 石川県運転免許センター 

未定 わいわいスクール 2022 未定 

未定 福祉対策委員報告会 未定 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

06月 10日(金) 2022年度全国福祉担当者会議 広島県 

07月 29日(金) 2022年度全国労働担当者会議 香川県 

07月 29日(金)～31日(日) ろう教育を考える全国討論集会 同上 

11月 18日(金) 全国労働担当者会議 近畿 

11月 18日(金)～19日(土) 

第 35回全国ろうあ者相談員研修会・ 

第 26回全国職業安定所手話協力員等研修会兼 

ろうあ者労働問題フォーラム 

同上 

未定 2022年度全国ろう教育担当者会議 未定 

 

⑤スポーツ委員活動 

《1》スポーツを通して会員拡大に努める。 

《2》「会員規程 第 4条・5条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使 

できるよう体育委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろう 

あ連盟)等の取り組みを支援する。 

 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】 

開催日 事業名 場所 

05月 15日(日)～29日(日) 

第 22回石川県障害者スポーツ大会【主催：石川県】 

05月 15日（日）水泳 

05月 21日（土）ボウリング 

05月 22日（日）フライングディスク、アーチェリー 

05月 28日（土）卓球、ボッチャ、STT 

05月 29日（日）陸上、バレーボール、ゆうゆう運動 

石川県西部緑地公園陸上競

技場他 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟他】 

開催日 事業名 場所 

09月 15日(木)～18日(日) 第 56回全国ろうあ者体育大会 北海道 

10月 29日(土)～31日(月) 第 22回全国障害者スポーツ大会 栃木県 



【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

05月 27日(金) 第 2回スポーツ委員会 富山県 

05月 28日(土)～29日(日) 第 71回北信越ろうあ者体育大会 富山県 

06月 
第 22回全国障害者スポーツ大会 聴覚障害者男女バレー

ボール競技東海・北信越地区予選大会 
新潟県 

11月 第 3回北信越ろうあスポーツ委員会 未定 

 

  ⑥編集委員活動 

《1》機関紙「ニュースろうあ石川」の紙面充実に努める。 

《2》機関紙「ニュースろうあ石川」の担当との連携体制の整備に努める。 

《3》機関紙「ニュースろうあ石川」の販売促進、購読者拡大に努める。 

《4》「会員規程 第 4条・5条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使で 

きるよう編集委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ 

連盟)等の取り組みを支援する。 

 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】 

活動内容 

【トップニュース・特集】 

全日本ろうあ連盟、北信越ろうあ連盟、石川県内の情勢を探りニュースとしてニーズの大会情報を掲載予定 

【趣味の世界】ろうあ石川№493(136 回)～№504(147 回)に掲載予定 

【未来を担う若者へ（コラム）】 不定期で掲載予定 

 
⑦高齢部活動 
《1》「高齢部規約」に基づき、会員相互の親睦・社会的地位及び社会福祉を確立する

ことを目的に以下の事業との連携や開催に取り組む。 
《2》孤立しがちなろう高齢者へ行事・集会等への参加を促し、仲間との交流の中で、

暮らしに必要な情報を提供する。 
 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】 

開催日 事業名 場所 

06月 19日(日) 高齢部第 46回定期総会 松ヶ枝福祉館 

09月 03日(土) 第 5回グラウンド・ゴルフ交流会 高松グランドゴルフ場 

2023年 

03月 18日(土)～19日(日) 
高齢部１泊研修会 能登方面 

 

 

 

 



【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

06月 11日(土) 第 70回全国ろうあ者大会 高齢者の集い 広島県 

10月 23日(金)～26日(日) 

第 34回全国ろうあ高齢者大会 

第 36回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 

第 13回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会 

岐阜県岐阜市 

2023年 02月 全日本ろうあ連盟高齢部代議員会 未定 

同上 全日本ろうあ高齢部代表研修会 同上 

 

【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

04月 08日(金) 北信越ろうあ連盟高齢部委員会 新潟県糸魚川市 

10月 01日(土) 第 63回北信越ろうあ大会 高齢者の集い 長野県松本市 

10月 22日(土)～23日(日) 第 31回北信越 高齢部研修会 福井県福井市 

12月 08日(木)～09日(金) 北信越ろうあ連盟高齢部委員会・定期代議委員会 新潟県糸魚川市 

 
⑧女性部活動 
《1》「女性部規約」に基づき、ろうあ婦人の社会的地位向上及び福祉向上を目的に以下

の事業との連携や開催に取り組む。 
《2》女性の集い等の催事への参加を通して、後継者の育成に力を注ぐ。 
《3》手話言語法について共に学び合う。 

 

【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】 
開催日 事業名 場所 

04月 17日(日) 第 52回定期総会 石川県社会福祉会館 

同上 女性カフェ 同上 

09月 25日(日) 石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】 オンライン 

11月 日帰り交流会 未定 

2023年 02月 女性カフェ 未定 

未定 定例委員会 未定 

未定 交流会 未定 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 
開催日 事業名 場所 

09月 30日(金)～ 

10月 02日(日) 
第 52回全国ろうあ女性集会 三重県 

2023年 01 月 21日(土) 第 47回全国委員会 愛知県名古屋市 

01月 22日(日) 第 49回全国ろうあ女性研修会 同上 



【主催：北信越ろうあ連盟】 
開催日 事業名 場所 

07月 23日(土)～24日(日) 第 29回北信越ろうあ女性研修会 富山県富山市 

10月 01日(土) 第 64回北信越ろうあ者大会 女性の集い 長野県松本市 

 
⑨青年部活動 
《1》「青年部規約」に基づき、石川県内のひとりぼっちのろうあ青年をなくし、仲間

との交流で友情と連帯感を深め、青年層の持つ多くの悩みや問題を取り上げ、学

び、その解決に努力し、ろうあ運動の担い手を育て、福祉と文化水準の向上を図る

ことを目的に以下の事業との連携や開催に取り組む。 

《2》協会・サークル会員との親睦を深め、ろう学生との語り合いの場を設ける。 
《3》会員拡大に努める。 

 
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】 

開催日 事業名 場所 

04月 10日(日) 第 25回定期総会 石川県社会福祉会館 

07月 青年部交流企画 未定 

10月 青年部交流企画 未定 

11月 ろう学生と語る会 石川県立ろう学校 

2023年 02月 ヤングセミナー 未定 

03月 役員会 未定 

 
【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

06月 11日(土) 第 70回全国ろうあ者大会 青年の集い 広島県広島市 

11月 25日(金)～27日(日) 第 56回全国ろうあ青年研究討論会 鹿児島県鹿児島市 

未定 第 41回全国ろうあ青年部活動者会議 未定 

未定 第 54回全国委員会 未定 

 

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟 青年部 東日本ブロック】 

開催日 事業名 場所 

未定 第 10回東日本幹部研修会 東海 

 

 

 

 

 

 

 



【主催：北信越ろうあ連盟】 

開催日 事業名 場所 

未定 第 52回デフユース北信越 長野県 

10月 01日(土) 第 64回北信越ろうあ者大会 若人の集い 長野県松本市 

12月 13日(土) 第 54回北信越ろうあ連盟青年部 定期代議員会 富山県 

2023年 03月 第 45回北信越ろうあ青年部活動者会議 石川県 

 

⑩その他 

  職員研修について 

 

開催日 研修内容 備考 

06月 09日(木)～12日(日) 第 70回全国ろうあ者大会 開催地：広島県広島市 

12月 16日(金)～18日(日) 第 31回全国専従職員研修会 開催地：兵庫県 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

4)手話通訳等事業  

①手話通訳者派遣事業 

  イ.石川県受託事業 

   石川県における「石川県手話通訳者派遣事業実施要綱（平成 18年 3月 27日障福第 

4210号社会福祉法人石川県聴覚障害者協会理事長あて石川県健康福祉部障害保健福 

祉課長通知）」に基づき、手話通訳者を派遣する事業を受託する。 

ロ.市町受託事業 

《1》各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく手話通訳者派遣事業を 

受託する。  

受託先：珠洲市・能登町・穴水町・中能登町・川北町・津幡町・宝達志水町 

(津幡町は、5月頃までの受託。) 

     《2》各市議会における手話通訳士を派遣する事業を受託する。 

       受託先：野々市市・白山市・小松市・加賀市・能美市 

ハ.その他の事業 

    上記イ・ロを除き、聴覚障害者等が社会生活をおくる上で意思疎通の支援が必要な 

場合に、手話通訳者を派遣する。 

 

 ②手話通訳等養成事業 

イ.手話通訳者養成事業 

   国の「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について（平成 10年 7月 

24日障企第 63号）」に基づき、石川県及び金沢市における手話通訳者の養成研修事 

業を受託する。 



     《1》通訳Ⅰ課程 

       【1】開催時間数：96時間見込 

       【2】開催予定地：金沢市(※1)・羽咋市 

     《2》通訳Ⅱ課程 

【1】開催時間数：96時間見込 

【2】開催予定地：金沢市(※2) 

     《3》通訳Ⅲ課程 

       【1】開催時間数：66時間見込 

【2】開催予定地：金沢市(※3) 

(※1～3)は、石川県と金沢市の合同開催。 

ロ.手話スペシャリスト研修事業 

石川県における下記《1》～《4》の研修事業等の執行を受託する。 

   《1》登録手話通訳者に対する現任研修並びに手話通訳士資格（厚生労働大臣公認試

験）の収得を目指す手話通訳者に対する手話通訳士養成研修 

【1】 開催時間数：58時間見込 

（現任：23時間、新任：3時間、試験対策：22時間、指導者：10時間） 

【2】開催予定地：金沢市他 

     《2》手話奉仕員、手話通訳者の養成を担う指導者の養成研修（全国レベルの研修会 

への派遣を含む） 

     《3》手話通訳者登録試験に関する業務 

《4》手話通訳者の養成に関して方針等を決定する業務（養成委員会の運営） 

ハ.手話奉仕員養成事業 

各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく奉仕員養成研修事業を受託 

する。 

   《1》基礎講座 

【1】開催時間数：120時間見込 

【2】開催予定地：珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・中能登町 

   《2》その他 

       当該事業を受託していない市町に対して、可能な場合に限り、教科内容の一部 

単元へ講師等の派遣を臨時対応する。 

 

 ③要約筆記者派遣事業 

イ.石川県受託事業 

石川県における「石川県要約筆記者派遣事業実施要綱（平成 18年 3月 27日障福第 

4354号社会福祉法人石川県聴覚障害者協会理事長あて石川県健康福祉部障害保健福 

祉課長通知）」に基づき、要約筆記者を派遣する事業を受託する。 

  ロ.市町受託事業 

各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく要約筆記者派遣事業を受託 

する。 



受託先：珠洲市・能登町・穴水町・中能登町・川北町・津幡町 

(津幡町は、5月頃までの受託。) 

  ハ.その他の事業 

上記イ・ロを除き、聴覚障害者等が社会生活をおくる上で意思疎通の支援が必要な 

場合に、要約筆記者を派遣する。 

 

 ④要約筆記者等養成事業 

  イ.要約筆記者養成事業 

《1》国の「要約筆記者の養成カリキュラム等について（平成 23年 3月 31日 

障企自発 0330第 1号）」に基づき、石川県及び金沢市における要約筆記者の  

養成研修（前期・後期）事業を受託する。 

【1】開催時間数：86時間見込 

【2】開催予定地：金沢市(※4) 

《2》石川県における要約筆記者の登録試験に関する業務の執行を受託する。 

《3》石川県における要約筆記者養成を担う指導者の養成研修事業を受託する。（全 

国レベルの研修会への派遣を含む） 

  (※4)は、石川県と金沢市の合同開催。 

  ロ.要約筆記者現任研修事業 

石川県における登録要約筆記者に対する現任研修事業を受託する。 

       【1】開催時間数：14時間見込 

【2】開催予定地：金沢市 

  ハ.要約筆記奉仕員養成事業 

各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく奉仕員養成研修事業を受託 

する。 

【1】開催時間数：12時間見込 

【2】開催予定地：能登北部圏域(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)・七尾市 

《※作成：令和 3年 3月 1日付》 

 

⑤市町受託事業手話通訳者設置事業 

   ※能登北部圏域手話通訳者設置事業 

《1》設置人数：手話通訳士 1名 

《2》設置場所：能登北部圏域（珠洲市・能登町・穴水町）の窓口 

    《3》設置時間：平日の 9時 00分～17時 00分 

《※作成：令和 4年 3月 1日付》 

 

   ⑥盲ろう関係事業 

イ.盲ろう通訳・介助員派遣事業 

《1》石川県委託事業・・・石川県における「石川県盲ろう者通訳・介助員派遣事業 

実施要綱」に基づき、通訳・介助員を派遣する事業を受託 



する。 

《2》金沢市委託事業・・・金沢市における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく 

通訳・介助員派遣事業を受託する。 

《3》その他の事業・・・上記《1》《2》を除き、盲ろう者が社会生活を送るうえで、 

意思疎通の支援が必要な場合に、通訳・介助員を派遣する。 

ロ.盲ろう通訳・介助員研修事業 

《1》盲ろう通訳・介助員養成講習会 

石川県及び金沢市における通訳・介助員の養成事業を受託する。 

開催時間数：42時間見込 

開催予定地：金沢市内 

     《2》盲ろう通訳・介助員現任研修（現任：6時間、新任：1時間） 

 

⑦その他の事業 

職員研修について 

手話通訳等事業へ位置づける職員を以下の研修へ参加させる。 

 

開催日 研修内容 備考 

未定 盲ろう者向け通訳・介護員コーディネーター研修 開催地：未定 ／職員 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4 年度 事業計画 

 

社会福祉事業区分 

 

（2）聴覚障害者能登拠点 

 

就労継続支援Ｂ型事業 

 
１．実施主体 

(1)名 称  社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 

(2)所 在  石川県金沢市本多町 3-1-10  

 

2．利用者 

定員 19名 

 

3．職員配置 

職 種 員数（人） 勤務形態 

管理者 １ 常勤・兼務 

サービス管理責任者 １ 常勤・兼務 

職業指導員 １ 常勤・専従 

生活支援員 １ 常勤・専従 

事務員 １ 非常勤・専従 

 

4．施設運営 

(1)利用者支援 

利用者の安全を第一に丁寧で的確な支援を実施する。 

・利用者一人ひとりに応じたコミュニケーションと個別支援の実施 

・定期的なモニタリングの実施 

・関係機関との連携の徹底 

・家族等との連絡・調整の徹底 

・送迎時における安全運転の徹底 

・登録者数の拡大（目標：新規登録３名） 

・平均利用者数の拡大（目標：平均利用者数９名／日） 

 

(2)生産活動 

受託作業へ丁寧に取り組むことによる品質の維持、向上を図る。 

また、魅力ある自主製品づくりへ取り組む。 

・作業環境の５Ｓ徹底 

・基本の徹底 

・受託作業の拡大 

・工賃向上（目標：前年度平均工賃月額＋500円） 

 



(3)地域交流 

地域交流を図ることにより、共生社会の実現に向けて取り組むとともに、 

障害や手話への理解と啓発を図る。 

・地域や学校等との交流事業の実施 

・見学、ボランティアの受入れ 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実施を判断する。 

 

(4)教育・研修 

職員の資質向上に向けて取り組む。 

・事業所内研修の実施 

・外部研修の受講 

 

(5)関係法令の遵守 

事業所の運営に関わる法令遵守を徹底する。 

・法令に関する事業所内研修の実施 

・法令に関する外部研修の受講 

 

5．事業所管理 

(1)新型コロナウイルス感染症対応 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための感染症対策を徹底する。 

・検温、体調確認の徹底 

・手指消毒の徹底 

・換気の徹底（事業所内、送迎車内） 

・マスク着用の徹底 

・事業所出入り管理の徹底 

 

(2)非常災害対応 

災害発生時に迅速かつ安全に避難対応ができるよう準備する。 

・避難確保計画・防災計画の定期的な見直し 

・避難訓練の定期的な実施 

・地域関係機関との連携の徹底 

 

(3)事業所環境の整備 

利用者が安全に、安心して利用できるように、事業所環境の維持、向上を図る。 

・５Ｓの徹底 

・ノロウイルス、インフルエンザ等の感染症対策の徹底 

・事業所内温湿度管理の徹底 

・トイレ環境の維持、向上 

・建物、備品等の定期的な健全状態の確認 

 

6．事業内容 

 

(1)事業所名：能登就労支援事業所 やなぎだハウス 

 

(2)種  類：就労継続支援Ｂ型 

 

 



(3)事業を行おうとする区域：輪島市・珠洲市・能登町・穴水町 

 

(4)住  所：石川県鳳至郡能登町柳田梅 104 

 

(5)営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日 

営業時間 9時 30分～16時 30分 

 

(6)生産活動 

①縫製品等の製作と販売 

（製作品） 

・布ぞうり 

・スリッパ 

・ほうき 

・腕抜き 等 

（販売） 

・柳田植物公園売店での委託版売 

・受注販売 

 

②企業等からの作業受託（予定含む） 

・織ゴム袋詰め作業 

・ブドウ収穫作業 

・里芋仕分け作業 

・ちぢみキルトの下縫い作業 

 

(7)行事（予定） 

月 日 行 事 名 場 所 

4 月 花見 やなぎだ植物公園 

6 月 日帰り旅行 白山市 

8 月 開所周年記念行事 やなぎだハウス 

12 月 クリスマス会 やなぎだハウス 

1 月 新年会 やなぎだハウス 

 

(8)地域イベントへの出店・販売（予定） 

月 日 イベント名 場 所 

9 月 石川県障害者ふれあいフェスティバル 石川県産業展示館 

10 月 のっぴーフリマ のと里山空港 

11 月 柳田文化まつり 柳田公民館 

12 月 能都支部老連フェスティバル 能登町役場 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、出店を判断する。 

 



(9)会議等の開催 

会 議 等 対 象 者 頻 度 

職員会議 全職員 月１回 

利用者自治会 全利用者 月１回 

誕生会 全利用者 月１回 

レクリエーション・学習会 全利用者 月１回 

 



令和 4 年度 事業計画 

社会福祉事業区分  

(3) 聴覚障害者金沢拠点 

地域活動支援事業サービス（ろうあハウス） 

１． 事業実施主体 

（１） 名   称    社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 

（２） 所   在    石川県金沢市本多町 3丁目 1-10 

２． 利用者計画 

（１）定員 20名 

（２）令和 3年度利用者登録数 18名 

 

３． 職員の定数及び職務の配置内容 

（１）職員の定数  3名  

（２）職員配置  

職    種 員 数（人） 勤 務 体 系 

所長 管理者 １ 常勤 

指導員 １ 常勤 

指導員 １ 非常勤 

 

 

４． 施設運営 

・利用者が安心に楽しく環境を整えていく。 

・相談支援事業所、行政等に緊密に連絡を持ち、利用者を拡大していく。 

・職員の利用者への支援の質を高めるように、研鑚していく。 

・利用者と職員が一体となった 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の促進。 

・利用者の健康管理を徹底に行う。 

 

５． 事業所管理 

・事業所の全体環境の 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底。 

・利用者の安全を確保するために、健康、建物や備品等をチェックしていく。 

・事業管理等に関する規定を整えていく。 

・防災計画を実施し、災害への意識を高めるようにしていく。 

 

６． 事業内容 

（１） 事業所名  地域活動支援センターろうあハウス 

（２）種  類  地域活動支援センターⅢ型 

（３）事業を行おうとする区域  金沢市 

（４）所  在  石川県金沢市野町 2丁目 25－6 

（５）施設開所日及び開所時間 

開所日   毎週月曜日～金曜日（土、日、祝日は休日） 

開所時間  午前 8時 45分～午後 5時 30分 

（６）内  容   

『基礎的事業の内容』 

（創作的活動又は生産活動の機会の提供。社会との地域交流の促進等の便宣の提与するための活動） 

① 生産活動： タオル作業、手作り品の制作、販売事 

 

令和 4 年度受託作業 

 

会社名 

中西株式会社、重光商事株式会社 



令和 4 年度プチショップ事業 

内容：ホワイトボード・マイバック等制作、販売事業 

委託販売先 

事業名 場 所 

金沢駅友愛ショップ 金沢駅あんやと 

喫茶友愛 金沢市役所 2階 

金沢市社会福祉協議会いきいきギャラリー 横安江町商店街中程 

令和 4 年度出店計画 

事業名 福祉のつどい 2022 

【月日】令和 4年 9月未定（日）【場所】松ヶ枝緑地園 

事業名 石川県障害者ふれあいフェスティバル 

【月日】令和 4年 9月 25日（日）【場所】石川県産業展示館 4号 

 

② 創作活動：料理企画、一般教養、社会見学、野外活動 

令和 4 年度行事計画 

事業名 花見散歩 

【月日】令和 4年 4月 1日予定 【場所】兼六園 

事業名 社会見学 

【月日】令和 4年 7月未定 【場所】未定 

事業名 社会見学 

【月日】令和 4年 9月未定 【場所】未定 

事業名 クリスマス会 

【月日】令和 4年 12月 23日（金） 【場所】ろうあハウス 

 

『機能強化事業の内容』 

（機能訓練、社会適応訓練の活動） 

１． 自立支援訓練 

２． 集団生活、社会生活に参加していくために必要な援助 

事業名 社会生活に関する出前講座 

【月日】令和 4年 6月未定 【場所】ろうあハウス 

事業名 防災学習 

【月日】令和 4年 8月未定 【場所】ろうあハウス 

事業名 健康講座 

【月日】令和 4年 10月未定 【場所】ろうあハウス 

事業名 社会生活に関する講座 

【月日】令和 5年 2月未定 【場所】ろうあハウス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年度 事業計画 

 

社会福祉事業区分 

 

（4）聴覚障害者加賀拠点 

 

地域活動支援事業サービス（あさがおハウス） 

 
１．事業実施主体 
（１）名 称  社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 
（２）所 在  石川県金沢市本多町三丁目１番 10号 
 
２．利用者計画 
（１）１日の利用者定員 20名 

（２）令和３年度利用者登録数 31 名 

 
３．職員配置 

職  種 員数（人） 勤務形態 
所長 管理者 指導員 １ 常勤 

指導員 １ 非常勤 
 
４．施設運営 
（１）利用者支援 
 ・利用者が安心に楽しく活動ができる憩いの場をつくる。 
 ・新しい仲間を増やして喜び合えるような場をつくる。 
 ・利用者がいつまでも元気に活動するために、健康学習やレクリエーション等を図る。 
 ・利用者と職員が一体となった５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の促進。 
 ・行政、関係機関との連携の徹底。 
 ・利用者への支援の質を高めるように研鑽していく。 
（２）障害に関する理解促進の普及啓発及び利用者登録数の拡大 
 ・ボランティアの受け入れにより、利用者の活動並びに施設と地域の交流の充実を図る。 
 ・地域参加の促進や学校等との交流事業の実施を図る。 
 ・事業所案内及び月間予定表の作成と配布。 
 ・報道機関や機関紙に掲載等。 
 
５．事業所管理 
（１）事業所環境の整備 

・事業所全体環境の５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底 
 ・利用者の安全を確保するために、健康、建物や備品等の確認 
 ・事業所内温湿度管理の徹底 
 ・事業所を管轄する施設内の消火に必要な物品、避難経路の確認及び避難訓練の参加 
（２）新型コロナウイルス感染症対策 
 ・検温、体調確認の徹底 
 ・マスク着用、手指消毒の徹底 
 ・換気及び飛沫感染予防用パーテーション設置の徹底 
 ・机、椅子等共用する物品の消毒の徹底 
 
６．事業計画 
（１）事業所名  地域活動支援センターあさがおハウス 
（２）種  類  地域活動支援センターⅢ型 



（３）事業を行おうとする区域 ・金沢市以南 
（白山市、金沢市、小松市、加賀市、野々市市、能美市、川北町） 

・所長が必要と認めた地域 
（４）所  在  石川県白山市博労二丁目 50番地 こがね荘内 
（５）施設開所日及び開所時間 
   開 所 日  月曜日～金曜日（土、日、祝日は休日） 
   開所時間  午前９時～午後５時 

（６）内  容 
『基礎的事業の内容』 
（創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との地域交流の促進等の便宜を提与するための活動） 
①創作活動 
活動・行事（予定） 

月 日 行事・活動名 場 所 
４月 花見散歩 馬場公園 
７月 七夕まつり あさがおハウス 
12月 クリスマス会 あさがおハウス 
１月 新年会 あさがおハウス 
３月 ひなまつり あさがおハウス 

月１回程度 創作教室 あさがおハウス 
月４回程度 スポーツ・健康体操 あさがおハウス 
月２回 難聴者の日 あさがおハウス 
月１回 藤平さんの手話語りの会 あさがおハウス 
未定 松任高校生の交流 あさがおハウス 

 
②生産活動（手作り品の制作、販売） 
内 容：利用者と相談して制作、販売 
地域イベントへの出店・販売（予定） 

月 日 イベント名 場 所 
９月 白山市福祉健康まつり 松任総合運動公園体育館 
２月 白山市共生のまちづくり事業「共生フェスタ」 イオンモール白山 

 
『機能強化事業の内容』 
（機能訓練、社会適応訓練の活動） 
①自立支援訓練 

月 日 事業名 場 所 
月１回程度 社会生活や健康に関する教養講座 あさがおハウス 

②生活に関する相談支援 
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令和４年度 事業計画書 

2．公益事業区分  

 (1)聴覚障害者公益支援拠点 

  1)地域生活支援事業 

   ①聴覚障害者生活訓練事業 

各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく聴覚障害者生活訓練事業を受託 

する。 

   《1》事業内容：病気や加齢による聞こえの問題を持つ難聴者・中途失聴者に対して、要 

約筆記やヒアリングループによる情報保障システムを紹介し、福祉制度

や福祉機器の利用によって日常生活の質の向上をはかる。 

   《2》提供内容：以下の予定。 

           《2》提供内容：以下の予定。 

           【1】要約筆記・ヒアリングループの体験 

           【2】福祉制度の説明 

           【3】筆談によるコミュニケーション体験 

           【4】聞こえに関する個別相談等 

   《3》開催予定地：能登北部圏域(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)・中能登町 

 

   ②聴覚障害者 IT サポートセンター運営事業 

石川県を実施主体に、社会福祉法人石川県身体障害者団体連合会へ事業委託して行わ

れる「石川県障害者 IT サポートセンター運営事業」は、聴覚障害者をサポート対象とした

以下の事業の執行を受託する。事業の目的は次の通りである。聴覚障害者に対するパソコ

ンボランティアの活動支援や IT に関する利用相談・情報提供を行うことにより、聴覚障害

者のパソコンの利用機会や活用能力の格差是正を図り、情報機器の活用の促進を目的とす

る。 

《1》IT に関する利用相談、支援及び情報提供 

《2》パソコン教室の開催 

《3》パソコンボランティアの派遣と養成 

 

③障害者スポーツ普及事業 

石川県を実施主体に、石川県障害者スポーツ協会を窓口とする「2022 年度石川県障害 

   者スポーツ協会スポーツ普及事業」の補助金交付を受けて下記の活動を行う。 

《1》活動方針：メンバー8名にて、北信越ろうあ者体育大会等の各種大会の試合に 

出場する。練習・試合を通じ、卓球選手の技術育成向上をはかる。 

《2》練習活動：以下の予定。 

【1】練習日 ：土・日曜日 
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【2】年間回数：約 40 回 

【3】会 場 ：金沢市総合体育館他 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2)講習会等事業 

   ①手話関係講習会事業(学校・単発啓発講座等)  

大学(社会福祉学部)、専門学校、公共団体の依頼に応え、聴覚障害者に対する理解

や手話の普及をはかる。 

 

   ②要約筆記関係講習会事業(単発啓発講座等)  

     事業所等での筆記ボランティアを対象として、要約筆記を必要とする難聴者・中途

失聴者の特性や筆談の必要性と、筆記の際の要点を学ぶ講座の講師を派遣する。 

 

③書籍事業 

    手話の普及並び教材販売窓口業務を行う。 

 

   ④機関紙「ニュースろうあ石川」事業 

    紙面を通じて聴覚障害者や関係者へ事業・社会貢献活動等の情報提供や啓発等を行 

う。 

    《1》発行日 ：毎月 1日発行 

    《2》発行回数：毎月 1回 

    《3》発行部数：約 900 部／月 

    《4》購読者 ：会員、県内行政、県外聴覚障害者関係団体、手話学習者等 

    《5》その他 ：昭和 58 年 3 月 15 日 第 3 種郵便認可による郵便物 

 

 ⑤第 17 回全国手話検定試験の周知及び実施 

県内手話奉仕員養成講座、手話サークル、手話を学ぶ専門学校等に対し全国手話検定

試験(主催：社会福祉法人全国手話研修センター)の情報提供を行い、広く手話の普及

と理解の促進をはかる。（地域試験委員会が主体となって石川会場の試験を実施する。） 

《1》期日：2022 年 10 月 8 日(土)～9 日(日) 

《2》内容：5級・4級・3級・2級 

《3》会場：未定 




